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平
成
30
年
度
「
野
木
ブ
ラ
ン

ド
」認
定
品
を
募
集
し
ま
す
！

問
産
業
課
　
　
　
撒（
57
）４
１
５
３

　
野
木
町
で
は
、
町
内
の
優
れ
た
地

域
資
源
や
特
産
品
等
の
付
加
価
値
向

上
と
、
町
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
及
び

地
域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
「
野
木
ブ
ラ
ン
ド
認
定

事
業
」
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　「
野
木
ブ
ラ
ン
ド
」
認
定
品
は
、

野
木
ブ
ラ
ン
ド
認
定
マ
ー
ク
を
使
用

で
き
る
ほ
か
、
町
広
報
紙
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
に
て
町

内
外
に
広
く
紹
介
を
し
て
お
り
ま
す
。

　
平
成
30
年
度
の
野
木
ブ
ラ
ン
ド
認

定
品
を
、
次
の
と
お
り
募
集
い
た
し

ま
す
。

応
募
条
件

①
申
請
者
は
町
税
を
完
納
し
て
い
る

　
こ
と
。

②
野
木
町
を
含
む
栃
木
県
内
で
生
産
、

　
製
造
又
は
加
工
さ
れ
た
商
品
（
一

　
次
産
品
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。

③
認
定
申
請
の
た
め
だ
け
に
特
別
に

　
加
工
さ
れ
、
又
は
製
造
さ
れ
た
も

　
の
で
な
い
こ
と
。

※
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
産
業

　
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

応
募
方
法

　
野
木
ブ
ラ
ン
ド
認
定
申
請
書
を
記

入
の
上
、
申
請
商
品
の
特
徴
等
が
把

握
で
き
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
写
真
等

を
添
付
し
、
産
業
課
に
ご
提
出
下
さ

い
。

※
申
請
書
は
産
業
課
で
配
布
し
て
い

　
ま
す
。

応
募
期
間

　
12
月
３
日（
月
）〜

　
平
成
31
年
１
月
31
日（
木
）

応
募
か
ら
審
査
、認
定
ま
で
の
流
れ

①
申
請
書
を
も
と
に
、１
次
審
査（
書

　
類
審
査
）を
行
い
、町
民
モ
ニ
タ
ー

　
に
よ
る
二
次
審
査
後
、
野
木
ブ
ラ

　
ン
ド
審
議
委
員
会
に
お
い
て
、
最

　
終
審
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を

　
受
け
て
町
長
が
認
定
を
行
い
ま
す
。

②
町
民
モ
ニ
タ
ー
審
査
及
び
野
木
ブ

　
ラ
ン
ド
審
議
委
員
会
で
は
、
申
請

　
品
の
現
物
・
見
本
等
の
提
示
を
お

　
願
い
い
た
し
ま
す
の
で
、
必
要
数

　
を
ご
用
意
い
た
だ
き
ま
す
。

③
各
審
査
は
、
平
成
31
年
３
月
を
予

　
定
し
て
い
ま
す
。
実
施
日
な
ど
詳

　
細
は
、
後
日
通
知
し
ま
す
。

■
野
木
ブ
ラ
ン
ド
認
定
品

　（
平
成
30
年
11
月
１
日
現
在
）

　
15
商
品

※
認
定
品
の
一
覧
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ

　
ー
ジ
に
て
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。

入
札
参
加
資
格
審
査
の

申
請
受
付（
建
設
工
事
、

測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
等
）

問
政
策
課
　
　
　
撒（
57
）４
１
１
７

　
平
成
31
・
32
年
度
に
野
木
町
が
行

う
入
札
や
見
積
も
り
に
参
加
を
希
望

さ
れ
る
事
業
者
の
方
は
、
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

提
出
書
類

　
要
項
を
ご
覧
の
う
え
、
必
要
書
類

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
要
項
・
様

式
等
は
、
町
政
策
課
で
配
布
の
ほ
か
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。

業
種

①
建
設
工
事

②
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等

受
付
期
間

　
平
成
31
年
１
月
15
日（
火
）〜
29
日（
火
）

　
９
時
〜
12
時
・
13
時
〜
16
時

※
土
・
日
は
除
く

受
付
方
法

　
直
接
持
参
ま
た
は
簡
易
書
留
郵
送

に
て
問
い
合
わ
せ
先
へ
（
平
成
31
年

１
月
29
日
消
印
有
効
）

そ
の
他

　「
物
品
・
役
務
」の
申
請
受
付
期
間

は
、12
月
３
日（
月
）
〜
17
日（
月
）と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

年
末
の
交
通
安
全
町
民
総
ぐ
る
み
運
動 

マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
！ 

あ
な
た
が
主
役
で
す

問
総
務
課
　
　
　
撒（
57
）４
１
２
８

日
12
月
11
日（
火
）〜
31
日（
月
）

運
動
の
重
点

①
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

②
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と

　
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着

　
用
の
徹
底

③
飲
酒
運
転
の
根
絶

④
ラ
イ
ト
４（
フ
ォ
ー
）運
動
の
推
進

家
計
調
査
が
始
ま
り
ま
す

問
栃
木
県
統
計
課
生
活
統
計
担
当 

　
撒
０
２
８（
６
２
３
）２
２
４
５
　

　
野
木
町
で
は
、
平
成
31
年
２
月
か

ら
家
計
調
査
が
始
ま
り
ま
す
。

　
家
計
調
査
の
結
果
は
、
景
気
を
判

断
す
る
た
め
の
不
可
欠
な
デ
ー
タ
と

し
て
、
国
や
地
方
自
治
体
の
政
策
に

活
用
さ
れ
ま
す
。

　
調
査
を
お
願
い
す
る
お
宅
に
は
、

栃
木
県
知
事
発
行
の
調
査
員
証
を
携

帯
し
た
調
査
員
が
訪
問
し
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
本
調
査
に
お
い
て
、
個
人
情
報
は

厳
重
に
保
護
さ
れ
ま
す
。
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